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○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

た
だ
い
ま
か
ら
議
院
運
営

委
員
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。 

 

ま
ず
、
常
任
委
員
長
の
辞
任
及
び
補
欠
選
任
の
件
を
議

題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

事
務
総
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。 

○
事
務
総
長
（
川
村
良
典
君
） 

御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
日
、
財
政
金
融
委
員
長
山
本
孝
史
君
か
ら
委
員
長
辞

任
の
申
出
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

後
任
と
い
た
し
ま
し
て
、
民
主
党
・
新
緑
風
会
か
ら
池

口
修
次
君
が
推
薦
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

た
だ
い
ま
の
事
務
総
長
報

告
の
と
お
り
、
委
員
長
の
辞
任
を
許
可
し
、
そ
の
補
欠
の

選
任
を
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の
選
挙
は
手
続
を
省
略
し
て

議
長
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん

か
。 

 
 
 

〔「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ

よ
う
決
定
い
た
し
ま
す
。 
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○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

次
に
、
本
会
議
に
お
け
る

平
成
十
六
年
度
決
算
の
概
要
に
つ
い
て
の
財
務
大
臣
の
報

告
及
び
こ
れ
に
対
す
る
質
疑
に
関
す
る
件
を
議
題
と
い
た

し
ま
す
。 

 

本
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
理
事
会
に
お
い
て
協
議
い
た

し
ま
し
た
結
果
、
平
成
十
六
年
度
決
算
の
概
要
に
つ
い
て

谷
垣
財
務
大
臣
か
ら
報
告
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ

に
対
し
、
自
由
民
主
党
一
人
十
分
、
民
主
党
・
新
緑
風
会

一
人
二
十
分
、
公
明
党
一
人
十
分
、
日
本
共
産
党
及
び
社

会
民
主
党
・
護
憲
連
合
各
々
一
人
五
分
の
質
疑
を
順
次
行

う
こ
と
に
意
見
が
一
致
し
ま
し
た
。 

 

理
事
会
申
合
せ
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご

ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

〔「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ

よ
う
決
定
い
た
し
ま
す
。 
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○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

次
に
、
本
日
の
本
会
議
の

議
事
に
関
す
る
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
事
務
総
長
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 
○
事
務
総
長
（
川
村
良
典
君
） 

御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
日
の
議
事
は
、
最
初
に
、
常
任
委
員
長
辞
任
の
件
で

ご
ざ
い
ま
す
。
財
政
金
融
委
員
長
山
本
孝
史
君
申
出
の
委

員
長
辞
任
を
許
可
す
る
こ
と
を
異
議
の
有
無
を
も
っ
て
お

諮
り
い
た
し
ま
す
。
辞
任
が
許
可
さ
れ
ま
す
と
、
財
政
金

融
委
員
長
の
選
挙
を
行
い
ま
す
。
ま
ず
、
選
挙
は
そ
の
手

続
を
省
略
し
議
長
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
を
異
議
の
有

無
を
も
っ
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
異
議
が
な
い
と
決
し

ま
す
と
、
議
長
は
、
財
政
金
融
委
員
長
に
池
口
修
次
君
を

指
名
さ
れ
ま
す
。 

 

次
に
、
日
程
第
一 

国
務
大
臣
の
演
説
に
関
す
る
件

（
第
三
日
）
で
ご
ざ
い
ま
す
。
昨
日
に
引
き
続
き
、
草
川

昭
三
君
、
ツ
ル
ネ
ン
マ
ル
テ
イ
君
、
山
東
昭
子
君
、
岩
本

司
君
、
市
田
忠
義
君
、
福
島
み
ず
ほ
君
の
順
に
そ
れ
ぞ
れ

質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

次
に
、
日
程
第
二 

国
務
大
臣
の
報
告
に
関
す
る
件

（
平
成
十
六
年
度
決
算
の
概
要
に
つ
い
て
）
で
ご
ざ
い
ま

す
。
谷
垣
財
務
大
臣
か
ら
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
、

国
井
正
幸
君
、

瀬
進
君
、
浮
島
と
も
子
君
、
紙
智
子
君
、

又
市
征
治
君
の
順
に
そ
れ
ぞ
れ
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
本
日
の
議
事
を
終
了
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
理
事
会
の
御
協
議
に
よ
り
ま
し
て
、
ツ
ル
ネ
ン

マ
ル
テ
イ
君
の
質
疑
終
了
後
い
っ
た
ん
休
憩
い
た
し
ま
す
。

再
開
は
午
後
一
時
の
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
所
要
時

間
は
、
休
憩
前
が
約
一
時
間
四
十
分
、
再
開
後
が
約
三
時

間
四
十
五
分
の
見
込
み
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

た
だ
い
ま
の
事
務
総
長
説

明
の
と
お
り
本
日
の
本
会
議
の
議
事
を
進
め
る
こ
と
に
御

異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

〔「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ

よ
う
決
定
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
予
鈴
は
午
前
九
時
五
十
五
分
、
本
鈴
は
午
前
十

時
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
本
日
の
第
二
ラ
ウ
ン
ド
の
本
会
議
が
終
わ
り
ま

し
た
ら
、
直
ち
に
、
議
院
運
営
委
員
会
の
集
合
写
真
の
撮

影
を
行
い
ま
す
の
で
、
こ
の
議
長
応
接
室
に
お
集
ま
り
く

だ
さ
い
。 
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暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

午
前
九
時
四
十
五
分
休
憩 

 
 
 

〔
休
憩
後
開
会
に
至
ら
な
か
っ
た
〕 

 


